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滋賀県と株式会社平和堂の地域密着連携協定の締結のお知らせ 

 

 

滋賀県（知事：嘉田 由紀子）と株式会社平和堂（代表取締役社長：夏原 平和）は、滋賀・びわ湖

ブランドの推進、地域の一層の活性化および県民サービスの向上に資するため、これまで４８項目に

およぶ取り組みを実施し、相互連携を図ってまいりました。このたび、新たな連携取組を加えてより

包括的な「地域密着連携協定」を締結いたしましたので、下記のとおりご案内申し上げます。 

本協定で滋賀県と平和堂は、地産地消の推進、健康増進、高齢者・障がい者支援、環境保全、災害

対策など１１項目におよぶ分野で、地域に密着した活動の充実を推進してまいります。 

 

 

記 

 

 

１．協定の名称 ｢滋賀県と株式会社平和堂との地域密着連携協定」 

 

２．締結の日時 2013年 8月 20日(火)  

 

３．連携協定事項の概要 

 （１）環境こだわり農産物をはじめとする地産地消の推進、滋賀県の販売促進に関すること 

 （２）地域に密着した高齢者・障がい者の支援に関すること 

 （３）中国湖南省との交流促進に関すること 

 （４）地域の防犯および交通安全に関すること 

 （５）地域の環境保全活動および環境学習に関すること 

 （６）地域貢献活動への参画に関すること 

 （７）地域の災害対策に関すること 

 （８）地域の健康増進・食育に関すること 

 （９）地域の教育および子ども・青少年育成に関すること 

 （10）地域の観光・文化の振興に関すること 

 （11）その他滋賀・びわ湖ブランドの推進、地域の活性化および県民サービスの向上ならびに地域

に密着した活動の充実に資する事項 

 

４．連携協定締結にあたっての新規事業 

  ◆近江米新品種「みずかがみ」の普及啓発･･･(1)関連取り組み 

  ◆障がい者雇用の促進（サニーリーフ(特例子会社)での雇用促進）･･･(2)関連取り組み 

 ◆高齢者等への見守り、防犯啓発（ホーム･サポートサービスの活用）･･･(2)関連取り組み 

  ◆中国湖南省との交流促進（平和堂(中国)での滋賀の観光情報発信等）･･･(3)関連取り組み 

  ◆交通安全啓発活動促進（近江ふれあい号での実体験および啓発）･･･(4)関連取り組み 

  ◆滋賀県政情報発信コーナーの設置（主要店舗）･･･(11)関連取り組み 

 

以 上    


